
 
 

ＪＡＭ２０１３年春季生活闘争方針に関するＱ＆Ａ 

タイトル一覧 

 

【個別賃金と是正の取り組みについて】 

Ⅰ．個別賃金の取り組みについて 

ＱⅠ－１．平均賃上げ方式と個別賃金方式にはどういう違いがあるか 

ＱⅠ－２．賃金制度の役割とは何か 

ＱⅠ－３．賃金実態を点検するに当たっての留意点は 

ＱⅠ－４．個別賃金方式に取り組む意義は何か 

ＱⅠ－５．賃金制度がない場合に、どのように個別賃金要求を行うか 

（是正についての考え方） 

ＱⅠ－６．下がった賃金水準の回復・是正と言えば、過去の交渉結果に対して再び要求することになるのではないか？ 

ＱⅠ－７．是正・改善分の配分については、どう考えるのか 

ＱⅠ－８．要求する必要があっても要求出来ずに過ごしてきた場合、そのすべてを要求すべきか？ 

ＱⅠ－９．賃金水準が下がっている場合は、すぐに要求すべきか？ 

ＱⅠ－10．過去に高齢者賃金を大きく下げた場合、それはどう是正すべきか？ 

ＱⅠ－11．昨年の賃金改善・是正の成果は？ 

 

Ⅱ．個別賃金全般について 

ＱⅡ－１．要求で用いる賃金を所定内賃金としている理由は？ 

ＱⅡ－２．基本賃金をベースに個別賃金を要求し、交渉している場合に、所定内賃金への換算は？  

ＱⅡ－３．学卒直入者が少なく 35 歳、30 歳には学卒直入者がいない場合、連合やＪＣの個別賃金要求基準が高くて参考

にならない場合、どう考えればよいか？ 

ＱⅡ－４．今の実態が、ＪＡＭ一人前ミニマム水準よりも低い場合の要求の組み立て方は？  

ＱⅡ－５．現行の賃金が、一人前ミニマム基準より高く、標準労働者要求基準より低い場合は？  

ＱⅡ－６．ＪＡＭ一人前ミニマムでは、18 歳～50 歳までラインがあるが、そのラインに沿って是正を行うべきなのか？ 

ＱⅡ－７．個別賃金の比較ポイントが、情報等では「30 歳」と「35 歳」の２ポイントに設定されているのは何故ですか 

 

Ⅲ．賃金構造について 

ＱⅢ－１．「賃金構造維持分の確保」とはどういう意味か？ 

ＱⅢ－２．「賃金構造」とは、どういうことをいうのか？ 

ＱⅢ－３．そうした「賃金構造」は、その企業や労使関係にとって、どんな意味を持っているのか？ 

ＱⅢ－４．成果主義と「年功賃金の見直し」とは？ 

ＱⅢ－５．賃金構造維持とベースアップとの関係は？ 

ＱⅢ－６．「賃金構造維持は経営の責任」という意味は？ 

ＱⅢ－７．「一歳一年間差」とか「内転原資」とは何のことか？ 

 

Ⅳ．成果主義について 

ＱⅣ－１．この間の成果主義型賃金制度の特徴は？ 

ＱⅣ－２．成果主義とはどういうものか？ 



 
 

ＱⅣ－３．成果主義型賃金制度の導入が提案された場合は？ 

ＱⅣ－４．賃金制度の改訂や改訂後の運用に対する労働組合としての留意点は 

ＱⅣ－５．年俸制とはどういうものですか 

 

Ⅴ．企業内最低賃金協定について 

ＱⅤ－１．ここ数年最低賃金が注目されてきた背景は？ 

ＱⅤ－２．何故、企業内最賃協定を締結しなければならないか？ 

ＱⅤ－３．企業内最賃協定を締結していない場合の取り組み方針は？ 

ＱⅤ－４．企業内最賃協定における協定額に対する考え方は？ 

ＱⅤ－５．年齢別最低賃金協定の意義 

 

Ⅵ．65 歳までの希望者全員の雇用・所得確保について 

ＱⅥ－１．なぜ高齢者の雇用確保が必要なのか？ 

ＱⅥ－２．高齢者雇用確保は若年雇用を抑制する？ 

ＱⅥ－３．高年齢者雇用安定法における経過措置とは何か 

ＱⅥ－４．２８万円、２２万円の根拠は 

ＱⅥ－５．高齢者継続雇用労働者賃金の「当面の目安」は低すぎるのでは？ 

ＱⅥ－６．年金受給の有無に掛かる賃金の不均等について 

ＱⅥ－７．６０歳台賃金の今後のあり方について 

ＱⅥ－８．なぜ、組合員化するのか 

ＱⅥ－９．定年延長についてどう考えるか 

 

Ⅶ．一時金について 

ＱⅦ－１．一時金要求の考え方は？ 

ＱⅦ－２．一時金要求基準の考え方は？ 

ＱⅦ－３．一時金年間４ヶ月の根拠は？ 

ＱⅦ－４．一時金の業績リンクに対するＪＡＭの考え方を教えて下さい 

 

Ⅷ．時間外割増率の引き上げについて 

ＱⅧ－１．割増率の引き上げは、時間外労働の短縮に通じないという反論に対しては？ 

ＱⅧ－２．「時間外労働時間」という場合に、休日労働時間はどのように取り扱われているか？  

ＱⅧ－３．36 協定が「月 45 時間」未満で締結されている場合、通常残業割増率を 50％に切り替える時間外上限時間を、

実際の 36 協定の時間枠に置き換えてもよいか？ 

ＱⅧ－４．均衡割増率とは、どういうものか？ 

ＱⅧ－５．日本の超過労働割増率は国際的に見て低いと言われるが、諸外国の割増率は？ 

 

Ⅸ．非正規労働者に対する処遇の改善について 

ＱⅨ－１．非正規労働者の処遇の改善にどのように取り組めばよいか？ 



 
 

ＱⅦ－２．一時金要求基準の考え方は？ 

一時金には、企業業績に応じて、という性質もありますが、その一定部分は明らかに固定的な賃

金となってきた実態が

あります。特に人事院勧

告の基礎データとなっ

ている民間給与実態調

査によっても 1970～

1998年まで約 30年間の

実績として年間４．８ヶ

月を下回ることがなく、

年間5ヶ月基準というの

はそうした実績を守る

という考え方に基づい

ています。 

しかし、1998 年以降

の一時金支給月数の低

下は著しく、ＪＡＭでは

家計における一時金か

らの固定的支出部分を

考慮し、最低でも年間 4 ヶ月を確保すべきという一時金ミニマム（要求とはリンクしない）を設定

し、さらに全体がまずその基準に到達することを重視して、2004 年以降は「最低到達目標」とし

て年間 4 ヶ月も要求基準として取り組むこととしています（グラフ参照）。 

 

ＱⅦ－３．一時金年間４ヶ月の根拠は？ 

 家計における一時金からの固定的支出部分として、生活実態アンケートや家計簿調査等により広

く定着してきた数値として「年間４ヶ月」があります。 

ＪＡＭでは組合員の生活実態に関するアンケート調査や家計調査を実施していないので、直接に

それを根拠付ける資料がありません。しかし、連合が最低賃金の取り組みのために、生計費の最低

基準として試算している「連合・最低生計費の試算（埼玉県さいたま市版）」（2008 年改訂）、同じ

く最低生計費として連合大阪が試算した「連合大阪リビングウェイジ（寝屋川市）」の年間最低収

入に対し、ＪＡＭの年齢別最低賃金 30 歳の月例賃金水準（ＪＡＭ一人前ミニマム 80％水準を消費

連合リビングウェイジ

３人世帯最低年収試算値 ① ② ③ ④

Ａ．父＋子２人 Ｂ．夫婦＋子１人 一人前 年齢別 消費者 地域別

賃貸２ＤＫ 賃貸２ＤＫ ミニマム 最賃協定 物価 換算 月数換算

中（女） 小（男） 基準 基準 地域差 ②×③ Ａ÷④ Ｂ÷④

小（男） 30歳 ①×0.8 指数※3 ÷100 父＋子２人 夫婦＋子１人

さいたま市※1 3,200,952 3,201,822 104.7 201,024 15.92 15.93

寝屋川市※2 3,289,000 3,275,000 107.0 205,440 16.01 15.94

※1：最低生計費として連合が試算（2008年9月）

※2：大阪府の推定平均年収に近い自治体を選んで、連合大阪が最低生計費として試算（2008年11月）

※3：都道府県庁所在地

240,000 192,000



 
 

者物価指数地域差指数（県庁所在地）で地域別換算したもの）で月数を割り出すと（上表）、ほぼ

16 ヶ月となり、一時金の固定的支出部分として年間４ヶ月を推計することができます。 

 

ＱⅦ－４．一時金の業績リンクに対するＪＡＭの考え方を教えて下さい 

業績リンクといっても二通りの考え方があります。一つは、過去の一時金決定においても業績を

無視していたわけではないことから、過去の業績と一時金支給月数との相関関係を明らかにして、

今後の業績と一時金との関係式を作り上げる方法。もう一つは、利益を株主、明日への投資、従業

員への配分へ三分割して一時金を決定する方法。導入の必要がある場合には、考え方として第一の

方法を追求します。 

 
Ⅷ．時間外割増率の引き上げについて 

ＱⅧ－１．割増率の引き上げは、時間外労働の短縮に通じないという反論に対しては？ 

2010 年 4 月１日の施行に向けた、厚生労働省の通達「労働基準法の一部を改正する法律の施行

について」（2009 年 5 月 29 日付基発 0529001 号）には、「時間外労働は本来臨時的なものとして

必要最小限にとどめられるべきものであり、特別条項付き協定による限度時間を超える時間外労働

は、その中でも特に例外的なものとして、労使の取組によって抑制されるべきものである。このた

め、労使の努力によって限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を引き上げること等により、

限度時間を超える時間外労働を抑制することとしたものである」との記載があります。 

 割増率の引き上げは、時間外労働の削減に直接結びついていないにしても、法改正の目的として、

時間外労働時間の抑制が明記されていること、割増率の引き上げと共に、時間外労働削減に向けた

労使の取り組みが期されていることを重視すべきです。 

 

ＱⅧ－２．「時間外労働時間」という場合に、休日労働時間はどのように取り扱われているか？  

36 協定の労基署への届出に掛る時間外労働の上限基準は、厚生労働大臣によって告示されてお

り、例えば、一ヶ月 45 時間を超える協定内容については、それ以下となるよう、指導の対象にな

りますが、そこには、法定休日における労働時間は含まれません。 

他方、労働安全衛生法に基づく医師の面接指導に掛る「時間外労働時間」は、「週 40 時間を超え

る労働時間」（厚生労働省「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」2001 年 12 月）とされて

おり、法定休日労働時間も含んだものとなっています。 

ＪＡＭの「労働時間に関する指針」では「月 45 時間を超える所定外労働時間に対する通常残業

割増率を 50％」としていますが、その場合の「45 時間」には、休日労働時間を含むとしています。 

法により異なる「時間外労働」の定義 

36 協定届出の内容：一日８時間又は週 40 時間を超える法定休日労働を含まない時間外労働時間 

労働安全衛生法：週 40 時間を超える所定外労働時間（法定休日労働時間を含む） 

 

ＱⅧ－３．36 協定が「月 45 時間」未満で締結されている場合、通常残業割増率を 50％に切り替え

る時間外上限時間を、実際の 36 協定の時間枠に置き換えてもよいか？ 

36 協定の上限時間に休日労働時間が含まれている場合は、要求基準を上回る内容となりますが、

より良い労働条件の確保を目指す趣旨に照らして、全く問題ありません。しかし、休日労働時間を

含まない協定の場合には、休日労働時間を含む所定外労働時間が「月 45 時間」を超えた場合の規



 
 

制を追加するか、改めて休日労働時間を含む上限規制を協定化する必要があります。 

 

ＱⅧ－４．均衡割増率とは、どういうものか？ 

所定外労働時間に対しては時間外割増賃金や休日労働割増賃金を支払う必要がありますが、その

費用が雇用の増加に掛る費用と等しくなる割増率を均衡割増率といいます。仕事量の増加への対応

として、割増率が均衡割増率を下

回っているならば、所定外労働に

よる方が、逆に上回っているなら

ば、雇用を増やす方が、労働費用

が安くなるという関係が成り立

ちます。こうした雇用と所定外労

働の関係を踏まえた時、所定外割

増率が均衡割増率を上回る時、その割増率はようやく所定外労働時間の規制要素として実効性を持

つということが言えます。このことから、「長時間労働の削減」は同時に雇用の増加を促す要素で

もあるという点が重要です。 

 均衡割増率は、所定内労働時間に掛る労働費用と、所定外労働時間における労働費用の均衡点と

して求められ、その関係は次のように表わすことが出来ます。 

Ａ．通常の労働時間における労務コスト（時間当たり） 

（月例賃金＋月例賃金以外の労働費用）／所定労働時間 

＝月例賃金×（１＋Ｘ）／所定労働時間 ※X＝月例賃金以外の労働費用／月例賃金 

Ｂ．所定外労働時間における労務コスト（時間当たり） 

月例賃金×（１＋所定外割増率）／所定労働時間 

厚生労働省の試算によれば、2002 年の均衡割増率は ５２．２％ となっています。それとは

別の資料（下記の通り）に基づく試算では、2005 年の均衡割増率は ５６．５％ と試算できま

す。何れにしても、現行の時間外割増率 25％、休日割増率 35％は、均衡割増率に遠く及ばず、日

本の低い割増率は、長時間労働の温床になっていると言えます。 
 
均衡割増率の試算例 
均衡割増率（％）＝（一時金月割額＋賃金以外の労働費用）／月例賃金×100 
（1）賃金以外の労働費用 
①現金給与以外の労働費用の現金給与額に対する割合＝23.4％（2005 年の状態） 
（2006 年「就労条件総合調査」・調査産業計） 
②一時金月割額＝年間賞与額等 905,200 円／12 ヶ月 
③現金給与総額＝決まって支給する現金給与額＋年間賞与額等／12 ヶ月 
＝330,800 円＋905,200 円／12 ヶ月 
（2005 年「賃金構造基本統計調査」・産業計・企業規模計・男女計） 
④賃金以外の労働費用＝（330,800 円＋905,200 円／12 ヶ月）×23.4／100 
（2）月例賃金→所定内給与額＝302,000 円      （2005 年「賃金構造基本統計調査」・同上） 
（3）均衡割増率：５６．５％ 
（905,200 円／12＋（330,800 円＋905,200 円／12）×23.4／100）／302,000 円×100＝56.5％ 

 

 

 

 

 

⇒ A 所定外労働によ
る対応のコスト

⇒ B 雇用増による対
応のコスト

⇒

⇒

Ａで
対応

Ｂで
対応

仕事量の増加

Ａ＜Ｂならば

Ａ＞Ｂならば

Ａ＝Ｂとなる割増率が均衡割増率 

⇒ A 所定外労働によ
る対応のコスト

⇒ B 雇用増による対
応のコスト

⇒

⇒

Ａで
対応

Ｂで
対応

仕事量の増加

Ａ＜Ｂならば

Ａ＞Ｂならば

Ａ＝Ｂとなる割増率が均衡割増率 



 
 

ＱⅧ－５．日本の超過労働割増率は国際的に見て低いと言われるが、諸外国の割増率は？ 

主な諸外国の割増率は

右表の通りです（連合資

料）。先進諸外国ばかりで

なく、アジア諸国でも、超

過労働割増率は 50～100％

である場合が多く、日本の

低い割増率は、残業依存体

質の温床になっていると

言えます 

 

 

Ⅸ．非正規労働者に対する処遇の改善について 

ＱⅨ－１．非正規労働者の処遇の改善にどのように取り

組めばよいか？ 

方針では、「直雇用の非正規労働者に対する、賃金、

安全衛生、育児・介護等の処遇・雇用環境等に関する何

らかの改善」をはかるとしていますが、同じ職場で働く

労働者であるという観点から、当該の労働組合は、非正

規労働者の労働条件に関する実態把握をきちんと行う

ということが、すべての基本です。 

組合員でない場合でも、非正規労働者の処遇は、逆に、

当該の労働組合が取り上げなければ、問題にされる機会

が乏しいという現実を踏まえ、積極的、意識的な取り組

みをはかりたいところです。 

処遇の改善については、企業内最賃協定による改善を

含む、時間額の引き上げが課題となりますが、「底上げ」という観点から、一般労働者よりも高率

の引き上げになることを考慮する必要があります。 

 

※非正規労働者に対する処遇の改善については、さらに『Guide Book 改正労働者派遣法・改正高年齢者雇用安定法・改

正労働契約法の手引き』を参照して下さい。 

以 上 

アジア諸国の超過労働割増率
国　名 通　常　日 休　日 祝　日

法定 50% 100% 200%

協約 50% 100% 200%

法定 50% 50％-100％ 100-200％

協約 50% 50％-100％

法定 25％以上 35％以上

協約 28.50% 37.50%

法定 100%

協約

法定 50% 100% 200%

協約

法定 50% 100%

協約 50% 100%

法定 50% 100%

協約

法定 25-50％ 25-50％ 25-50％

協約 25-100％

法定 50% 50% 50%

協約 50% 50% 50%

法定 25% 50% 50%

協約

法定 50％以上 50％以上 100%

協約

法定 50％以上 50％以上 50％以上

協約 50% 50％-100％ 50％-100％

労　働　団　体　名

マレーシア ＭＴＵＣ

オーストラリア ＡＣＴＵ

日本 ＪＴＵＣ

インド ＨＭＳ

スリランカ ＣＷＣ

パキスタン ＰＮＦＴＵ

シンガポール ＳＮＴＵＣ

イスラエル ＨＩＳＴＡＤＲＵＴ

ネパール ＮＴＵＣ

ヨルダン ＧＦＪＴＵ

モンゴル ＣＭＴＵ

韓国

主な諸外国の時間外規制

国　　名 法定労働時間 上　　限　　規　　制 割　増　率

日本 １週間40時間 三六協定による
時間外：25％
休日：35％

米国 １週間40時間 公正労働基本法では週40時間以上が時間外労働となる 50％

英国 －
週労働時間の上限は、時間外労働を含めて平均週48時間
(17週平均）

労働協約による。時間外50％程
度、日曜100％程度が一般的

ドイツ 1日８時間 年60日を限度に、１日10時間まで
労働協約による。時間外40％程
度、日曜60％程度が一般的

フランス 1週間35時間
年間130時間まで。例外として、１週48時間、12週で平均
42時間まで。1日10時間まで

35～43時間：25％
43時間超：50％

韓国 １週間40時間 時間外労働は週12時間まで 50％


